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(57)【要約】
【課題】拡大範囲を指定しにくい小さな表示装置にも対
応し、簡易な方法によって画像を拡大表示でき、所望の
箇所を迅速に拡大できる画像表示装置を提供する。
【解決手段】画像表示部１１の領域を継続して指示入力
することにより、指示された領域が最初は所定の最大拡
大率で、そしてその後は指示継続時間が長くなるにつれ
て拡大率が減少する形式により拡大画像表示部１２に拡
大表示される。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する画像表示部と、
　その画像表示部に表示された画像の一部を一部画像として指示する第１の指示手段と、
　その第１の指示手段により指示された前記一部画像を拡大して表示する拡大画像表示部
と、
　前記画像表示部に表示された前記一部画像が前記第１の指示手段により継続して指示さ
れた場合に、その指示継続時間が長くなるにつれて、前記拡大画像表示部に表示された前
記一部画像の拡大率を減少させる第１の表示拡大率変動手段とを備えたことを特徴とする
画像表示装置。
【請求項２】
　前記第１の指示手段により前記一部画像が複数指示された場合に、前記拡大画像表示部
を前記複数の領域に分割して、複数の前記一部画像をそれぞれ拡大して表示する分割拡大
表示制御手段を備え、
　前記第１の表示拡大率変動手段は、前記一部画像が前記第１の指示手段により継続して
指示された場合に、その指示継続時間が長くなるにつれて、前記分割拡大表示制御手段に
より表示された複数の前記一部画像のうち、前記第１の指示手段によって指示された前記
一部画像の拡大率を減少させることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記画像表示部に、前記拡大画像表示部に拡大表示された前記一部画像の領域を識別可
能に表示する第１の識別表示制御手段を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載
の画像表示装置。
【請求項４】
　前記画像表示部に、前記拡大画像表示部に拡大表示された前記一部画像の領域を領域毎
に色を変えて表示する第２の識別表示制御手段を備えたことを特徴とする請求項２に記載
の画像表示装置。
【請求項５】
　前記拡大画像表示部に表示された前記拡大画像の一部を一部拡大画像として指示する第
２の指示手段と、
　前記一部拡大画像が前記第２の指示手段により継続して指示された場合に、その指示継
続時間が長くなるにつれて、前記拡大画像表示部に表示された前記一部拡大画像の拡大率
を減少させる第２の表示拡大率変動手段と
を備えたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記拡大画像表示部は、前記画像表示部に隣接して配置されていることを特徴とする請
求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、画像表示装置は広く用いられており、利用者にとっての利便性を考慮した装置が
種々に開発されている。
【０００３】
　例えば特許文献１では、拡大範囲が小さすぎる場合に拡大範囲の指定が難しいとの観点
から、全体画像のうち一部の範囲の画像を拡大したサブウィンドウを設け、さらにそのサ
ブウィンドウ内の画像に対して拡大範囲を指定して拡大画像を得る装置が提案されている
。
【０００４】
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【特許文献１】特開２００６－１２１５５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示された表示装置では、上記のとおり２段階の拡大となるため
操作が煩雑であることが否定できない。さらにサブウィンドウ上での拡大範囲の指定や、
拡大率の設定等も別に行わなければならず、利用者にとっての利便性が向上したかどうか
は疑問である。
【０００６】
　一般の利用者にとって、操作の簡単さは非常に重要な事柄であり、画像の拡大操作にお
いても、できるだけ簡単な操作のみで行える装置が望まれる。その際に、表示画面が小さ
な装置の場合のように拡大範囲を指定しにくい装置に対しても拡大表示を容易化できる装
置であることが必要である。
【０００７】
　本発明では、上記問題点に鑑み、拡大範囲を指定しにくい小さな表示装置にも対応し、
簡易な方法によって画像を拡大表示でき、所望の箇所を迅速に拡大できる画像表示装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の画像表示装置は、画像を表示す
る画像表示部と、その画像表示部に表示された画像の一部を一部画像として指示する第１
の指示手段と、その第１の指示手段により指示された前記一部画像を拡大して表示する拡
大画像表示部と、前記画像表示部に表示された前記一部画像が前記第１の指示手段により
継続して指示された場合に、その指示継続時間が長くなるにつれて、前記拡大画像表示部
に表示された前記一部画像の拡大率を減少させる第１の表示拡大率変動手段とを備えたこ
とを特徴とする。
【０００９】
　請求項１に記載の画像表示装置によれば、第１の表示拡大率変動手段は、画像表示部に
表示された一部画像が第１の指示手段により継続して指示された場合に、その継続時間が
長くなるにつれて、拡大画像表示部に表示された一部画像の拡大率を減少させるので、装
置の使用者は、小面積の表示部においても適当な一部画像を継続して指示し続けるという
簡易な方法のみで画像上の所望の箇所を迅速に見つけることができる。したがって、最初
に指示する位置の指定がそれほど厳密でなくともよいという実用上の効果を奏する。
【００１０】
　本発明の請求項２に記載の画像表示装置は、請求項１に記載の画像表示装置を前提とし
て、前記第１の指示手段により前記一部画像が複数指示された場合に、前記拡大画像表示
部を前記複数の領域に分割して、複数の前記一部画像をそれぞれ拡大して表示する分割拡
大表示制御手段を備え、前記第１の表示拡大率変動手段は、前記一部画像が前記第１の指
示手段により継続して指示された場合に、その指示継続時間が長くなるにつれて、前記分
割拡大表示制御手段により表示された複数の前記一部画像のうち、前記第１の指示手段に
よって指示された前記一部画像の拡大率を減少させることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載の画像表示装置によれば、第１の表示拡大率変動手段は、一部画像が第
１の指示手段により継続して指示された場合に、その指示継続時間が長くなるにつれて、
分割拡大表示制御手段により表示された複数の一部画像のうち、第１の指示手段によって
指示された一部画像の拡大率を減少させるので、装置の使用者は、拡大したい領域が複数
箇所あった場合にも、適当な一部画像を継続して指示し続けるという簡易な方法のみで画
像上の所望の箇所を迅速に見つけることができる。
【００１２】
　本発明の請求項３に記載の画像表示装置は、請求項１または２に記載の画像表示装置を
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前提として、前記画像表示部に、前記拡大画像表示部に拡大表示された前記一部画像の領
域を識別可能に表示する第１の識別表示制御手段を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の画像表示装置によれば、第１の識別表示制御手段は、画像表示部に、
拡大画像表示部に拡大表示された一部画像の領域を識別可能に表示するので、画像上の所
望の箇所が拡大画像表示部から外れていないことを迅速に把握することができる。
【００１４】
　本発明の請求項４に記載の画像表示装置は、請求項２に記載の画像表示装置を前提とし
て、前記画像表示部に、前記拡大画像表示部に拡大表示された前記一部画像の領域を領域
毎に色を変えて表示する第２の識別表示制御手段を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に記載の画像表示装置によれば、第２の識別表示制御手段は、画像表示部に、
拡大画像表示部に拡大表示された画像の一部の領域を領域毎に色を変えて表示するので、
画像上の所望の各箇所が拡大画像表示部から外れていないことを迅速に把握することがで
きる。
【００１６】
　本発明の請求項５に記載の画像表示装置は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画
像表示装置を前提として、前記拡大画像表示部に表示された前記拡大画像の一部を一部拡
大画像として指示する第２の指示手段と、前記一部拡大画像が前記第２の指示手段により
継続して指示された場合に、その指示継続時間が長くなるにつれて、前記拡大画像表示部
に表示された前記一部拡大画像の拡大率を減少させる第２の表示拡大率変動手段とを備え
たことを特徴とする。
【００１７】
　請求項５に記載の画像表示装置によれば、第２の表示拡大率変動手段は、一部拡大画像
が第２の指示手段により継続して指示された場合に、その指示継続時間が長くなるにつれ
て、拡大画像表示部に表示された一部拡大画像の拡大率を減少させるので、装置の使用者
は、まず画像表示部の適当な箇所を指示し、さらに拡大画像表示部の適当な箇所を指示す
るという簡易な方法のみで画像上の所望の箇所を迅速に見つけることができる。
【００１８】
　本発明の請求項６に記載の画像表示装置は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画
像表示装置を前提として、前記拡大画像表示部は、前記画像表示部に隣接して配置されて
いることを特徴とする。
【００１９】
　請求項６に記載の画像表示装置によれば、拡大画像表示部は、画像表示部に隣接して配
置されているので、画像上の所望の箇所をさらに迅速に見つけることができるという効果
を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下で本発明の実施例１を、添付図面を参照しながら説明する。
【００２１】
　まず図１を説明する。図１には、本発明の画像処理装置として例示する複合機１０の斜
視図が示されている。この複合機１０は、印刷部を備え、給紙部１６に印刷媒体が載置さ
れる。またスキャナ部１５により画像の取り込みが行われる。入力部２５を用いて使用者
は各種入力を行う。複合機１０にはＬＣＤ（表示部）１１，１２が備えられ、各種表示が
行われる。表示部１１，１２にはそれぞれタッチパネル２１，２２が装備されている。こ
れにより使用者はタッチパネル２１，２２に触れることによる入力も行える。また外部記
憶メディア用スロット２０には外部記憶メディア４０が装着可能である。
【００２２】
　次に図２を説明する。図２には複合機１０の主要内部構成図が示されている。図２に示
されているとおり、複合機１０全体を制御する制御部１００が装備されている。そして制
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御部１００にはＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２，ＲＡＭ１０３，ＥＥＰＲＯＭ１０４が備え
られている。これらはバス１０７に接続されている。またバス１０７には複合機１０の各
部との情報のやり取りに係わるＡＳＩＣ１３０が接続されている。ＡＳＩＣ１３０には印
刷部に関係するヘッド制御基板３３、印字ヘッド８、キャリッジ３８、駆動回路８２、さ
らにスキャナ部１５、入力部２５、ＬＣＤ１１，１２、タッチパネル２１，２２、外部記
憶メディア制御部２０（外部記憶メディア用スロット）、ＦＡＸ部３０が接続されている
。
【００２３】
　実施例１においては、画像表示部に表示された画像の一部を継続して指示し続けること
により画像が拡大されて拡大画像表示部に表示される。その際に指示継続時間によって拡
大率が変動する。図１に示されたＬＣＤ１１，１２のどちらが画像表示部で、どちらが拡
大画像表示部でもよいが、以下では例えばＬＣＤ１１が画像表示部（以下、画像表示部１
１と記す）、ＬＣＤ１２が拡大画像表示部（以下、拡大画像表示部１２と記す）である場
合を説明する。ＬＣＤ１１に表示される画像は、スキャナ部１５で取り込んだ画像でもよ
いし、外部記憶メディア用スロット２０に装着された外部記憶メディア４０内の画像でも
よい。
【００２４】
　図３には、実施例１における拡大表示処理全体のフローチャートが示されている。図３
の拡大画像処理の手順においてはまず、Ｓ１０で画像表示部１１に画像が表示される。次
にＳ１００では画像表示部１１に指示入力があるかどうかが判断される。実施例１では画
像表示部１１への指示入力は、タッチパネル２１への接触とする。タッチパネル２１への
接触は、指やペンで行えばよい。
【００２５】
　Ｓ１００で画像表示部１１への指示入力があると判断された場合は（Ｓ１００：Ｙｅｓ
）、次の手順はＳ１１０となる。画像表示部１１への指示入力がないと判断された場合は
（Ｓ１００：Ｎｏ）、次の手順はＳ３００となる。Ｓ１１０では画像表示部１１への指示
入力が継続的であるかどうかが判断される。そして指示入力が継続的な場合には拡大表示
処理が行われる。そのために第１の閾値が設定される。図３では第１の閾値がＴ１で表さ
れている。
【００２６】
　指示継続時間がＴ１以上であれば指示が継続的であると判断される。Ｓ１１０で指示継
続時間がＴ１以上ならば（Ｓ１１０：Ｙｅｓ），次の手順はＳ１５０となる。Ｓ１１０で
指示継続時間がＴ１以上でないならば（Ｓ１１０：Ｎｏ），処理手順は再びＳ１００へ戻
る。Ｓ１５０では第１表示拡大率変動処理が行われる。第１表示拡大率変動処理において
は、画像表示部１１上で指示された領域の画像が拡大されて拡大画像表示部１２に表示さ
れる。この処理に関しては後述する。
【００２７】
　Ｓ１５０の次の手順は再びＳ１００となる。Ｓ１００で画像表示部１１への指示入力が
ないと判断された場合は（Ｓ１００：Ｎｏ）、次の手順はＳ３００となる。Ｓ３００では
終了キーが押されたかどうかが判断される。終了キーが押されていない場合（Ｓ３００：
Ｎｏ）、次の手順は再びＳ１００となる。そしてＳ１００とＳ３００を繰り返しながら入
力待ち状態となる。そしてＳ３００で終了キーが押されたと判断された場合は（Ｓ３００
：Ｙｅｓ）、拡大表示処理が終了となる。
【００２８】
　次に図４を説明する。図４には，図３におけるＳ１５０第１表示拡大率変動処理のフロ
ーチャートが示されている。Ｓ１５０第１表示拡大率変動処理においては、第１の閾値Ｔ
１よりも大きい第２の閾値が設定される。図４では、第２の閾値がＴ２で表されている。
【００２９】
　指示継続時間がＴ２未満であれば、拡大率は予め定めた最大値とされ、指示継続時間が
Ｔ２以上であれば、拡大率は時間とともに減少する。その様子が図１３に示されている。
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図４に示されたＳ１５０第１表示拡大率変動処理の一連の処理ではまず、Ｓ１５２で指示
継続時間がＴ２以上であるかどうかが判断される。Ｓ１５２で指示継続時間がＴ２以上の
場合（Ｓ１５２：Ｙｅｓ）、次の手順はＳ１５３となる。Ｓ１５２で指示継続時間がＴ２
以上でない場合（Ｓ１５２：Ｎｏ）、次の手順はＳ１５４となる。Ｓ１５３では拡大率が
減少される。Ｓ１５４では拡大率が所定の最大値に設定される。
【００３０】
　Ｓ１５３，Ｓ１５４の次の手順はＳ１５５である。Ｓ１５５ではＳ１５３またはＳ１５
４で指定された拡大率に従い、拡大画像表示部１２に拡大表示がなされる。そしてＳ１５
６で、画像表示部１１に拡大範囲を識別可能に表示する。その様子は図８，９に示されて
いる。まず図８では画像表示部１１における指示入力と拡大範囲の関係が示されている。
上述のとおり、実施例１においては、使用者は画像表示部１１上のタッチパネル２１に指
等で触れることにより１点を指示する。図８における点２００が指示された点だとする。
【００３１】
　実施例１においては予め図８に示された４つの長さＡ０，Ａ１，Ｂ０，Ｂ１が設定され
ているとする。それにより点２００の指示により四角形２５０が決定される。この四角形
２５０内が拡大表示される範囲である。以下では図８（ｂ）のように、Ａ０，Ｂ０がゼロ
である場合、つまり点２００が拡大範囲２５０の左上の頂点である場合が説明される。
【００３２】
　次に図９を説明する。図９（ａ）に画像表示部１１，拡大画像表示部１２が示されてい
る。画像表示部１１において点２００が指示されているとする。上で述べたとおり、それ
により拡大範囲２５０が決定される。この拡大範囲２５０内の画像が拡大画像表示部１２
に拡大して表示される。上で述べたＳ１５３の拡大率減少が行われると、拡大率が減少し
、それに伴い拡大範囲２５０は図９（ｂ）の拡大範囲２５１のように広がる。そして図９
（ｂ）の拡大画像表示部１２にはより広い領域が表示される。
【００３３】
　このように、図４のＳ１５５において拡大画像表示部１２への拡大画像表示が行われ、
Ｓ１５６において、画像表示部１１に拡大範囲２５０，２５１が識別可能に表示される。
なお、拡大範囲２５０，２５１の表示は拡大範囲２５０，２５１の外周線を表示すること
でよい。また拡大範囲２５０，２５１の内部と外部の色を異なるものとすることでもよい
。
【００３４】
　図４に戻り、Ｓ１５６の次の手順はＳ１５７である。Ｓ１５７では指示入力が継続中で
あるかどうかが判断される。指示入力が継続中である場合（Ｓ１５７：Ｙｅｓ）、次の手
順は再びＳ１５２へ戻り、指示が継続されている間、拡大率の減少が行われる。指示入力
が継続中でない場合（Ｓ１５７：Ｎｏ）は、第１表示拡大率変動処理が終了となる。
【００３５】
　次に実施例２を説明する。実施例２においては、拡大画像表示部１２が分割されて、画
像表示部１１における複数の拡大範囲が拡大画像表示部１２に拡大表示される。図５に実
施例２の拡大表示処理のフローチャートが示されている。
【００３６】
　図５のフローチャートではＳ１０，Ｓ１００，Ｓ１１０，Ｓ３００の部分は図３と同じ
である。異なる部分はＳ１２０からＳ１５０の部分である。以下ではこの異なる部分を説
明する。Ｓ１１０で指示継続時間がＴ１以上と判断された場合（Ｓ１１０：Ｙｅｓ）、次
の手順はＳ１２０となる。Ｓ１２０では指示入力が１箇所目であるかどうかが判断される
。指示入力が１箇所目でない場合（Ｓ１２０：Ｎｏ）、次の手順はＳ１３０となる。指示
入力が１箇所目である場合（Ｓ１２０：Ｙｅｓ）、次の手順はＳ１５０となる。Ｓ１３０
では拡大画像表示部１２が分割される。そしてＳ１３０の次の手順はＳ１５０である。Ｓ
１５０では第１表示拡大率変動処理が行われる。実施例２におけるＳ１５０第１表示拡大
率変動処理については後述する。
【００３７】
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　Ｓ１５０の次の手順は再びＳ１００となる。Ｓ１００で画像表示部１１への指示入力が
ないと判断された場合は（Ｓ１００：Ｎｏ）、Ｓ３００へ進み、Ｓ３００では終了キーが
押されたかどうかが判断される。Ｓ３００で終了キーが押されていない場合（Ｓ３００：
Ｎｏ）、次の手順は再びＳ１００に戻る。そしてＳ１００とＳ３００を繰り返しながら入
力待ち状態となる。そしてＳ３００で終了キーが押されたと判断された場合は（Ｓ３００
：Ｙｅｓ）、拡大表示処理が終了となる。
【００３８】
　実施例２におけるＳ１５０第１表示拡大率変動処理による画像の拡大の様子が図１０に
示されている。まず図１０（ａ）のように画像表示部１１において点２０１が指示されて
拡大範囲２５２が決定され、拡大画像表示部１２に拡大表示されているとする。この状況
で、さらに点２００が指示されたとする。これにより図１０（ｂ）で示されるとおり、拡
大画像表示部１２が１２ａ，１２ｂに分割される。そして画像表示部１１において２点２
００、２０１それぞれの拡大範囲２５３，２５４が決定されて、拡大画像表示部１２に拡
大表示される。
【００３９】
　領域の分割の結果、拡大範囲２５２と拡大範囲２５４が異なっている。拡大範囲２５３
が領域１２ａに、拡大範囲２５４が領域１２ｂにそれぞれ拡大されて表示される。ここで
さらに点２００を指示しつづけると拡大率が減少し、図１０（ｃ）のように、拡大範囲２
５３がより広い拡大範囲２５５へと変わり、対応する領域１２ａにおける表示もより広い
範囲を表示するようになる。
【００４０】
　図５におけるＳ１５０第１表示拡大率変動処理のフローチャートは上述の図４で与えら
れるが、このうちＳ１５５では拡大画像表示部１１におけるその時点で指示している点に
対応する領域に拡大表示が行われる。そしてＳ１５６ではその時点で指示している点に対
応する拡大範囲が画像表示部１１に表示される。
【００４１】
　Ｓ１５６において、画像表示部１１で複数の点が指示されている場合には、それぞれの
拡大範囲（例えば図１０（ｂ）では拡大範囲２５３と拡大範囲２５４、図１０（ｃ）では
拡大範囲２５５と拡大範囲２５４）を異なる色で識別可能に表示すればよい。これは例え
ば図１０（ｂ）の場合、拡大範囲２５３と拡大範囲２５４の外周線を異なる色で表示する
ことでよい。また拡大範囲２５３，２５４それぞれの内部の色を異なるものとし、さらに
外部の色とも異なるものとすることでもよい。
【００４２】
　次に実施例３を説明する。実施例３では、拡大画像表示部１２上で指示入力を行い、拡
大範囲を決定し、拡大画像表示部１２上で拡大表示する。図６に実施例３における拡大表
示処理のフローチャートが示されている。図６において、Ｓ１０，Ｓ１００，Ｓ１１０，
Ｓ１２０，Ｓ１３０，Ｓ１５０は図５と同じである。図６では、Ｓ１５０の次の手順はＳ
２００である。Ｓ２００では拡大画像表示部１２において指示入力があるかどうかが判断
される。拡大画像表示部１２において指示入力がある場合は（Ｓ２００：Ｙｅｓ）、次の
手順はＳ２１０となる。拡大画像表示部１２において指示入力がない場合は（Ｓ２００：
Ｎｏ）、次の手順はＳ３００となる。
【００４３】
　以下では、実施例３においても実施例１，２と同様に２つの閾値Ｔ１，Ｔ２を用いると
して説明する。Ｓ２１０で拡大画像表示部１２における指示継続時間がＴ１以上ならば（
Ｓ２１０：Ｙｅｓ），次の手順はＳ２５０となる。Ｓ２１０で拡大画像表示部１２におけ
る指示継続時間がＴ１未満ならば（Ｓ２１０：Ｎｏ），処理手順は再びＳ２００へ戻る。
Ｓ２５０では第２表示拡大率変動処理が行われる。第２表示拡大率変動処理においては、
拡大画像表示部１２上で指示された領域の画像が拡大されて拡大画像表示部１２において
表示される。この処理に関しては後述する。
【００４４】
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　Ｓ２５０の次の手順は、再びＳ１００となる。またＳ２００で拡大画像表示部１２への
指示入力がないと判断された場合は（Ｓ２００：Ｎｏ）、次にＳ３００に進み、Ｓ３００
では終了キーが押されたかどうかが判断される。Ｓ３００で終了キーが押されていない場
合（Ｓ３００：Ｎｏ）、次の手順は再びＳ１００となる。そしてＳ１００、Ｓ２００，Ｓ
３００を繰り返しながら入力待ち状態となる。そしてＳ３００で終了キーが押されたと判
断された場合は（Ｓ３００：Ｙｅｓ）、拡大表示処理が終了となる。
【００４５】
　次に図７を説明する。図７には図６におけるＳ２５０第２表示拡大率変動処理のフロー
チャートが示されている。上でも述べたとおり、この処理では拡大画像表示部１２上で指
示された領域の画像が拡大されて拡大画像表示部１２において表示される。
【００４６】
　図７の第２表示拡大率変動処理においても、指示継続時間がＴ２未満であれば拡大率は
予め定められた最大値とされ、指示継続時間がＴ２以上であれば拡大率は時間とともに減
少する。前述のとおり、その様子は図１３に示される。図７のＳ２５０第２表示拡大率変
動処理の一連の処理ではまず、Ｓ２５２で、拡大画像表示部１２における指示継続時間が
Ｔ２以上であるかどうかが判断される。
【００４７】
　Ｓ２５２で拡大画像表示部１２における指示継続時間がＴ２以上の場合（Ｓ２５２：Ｙ
ｅｓ）、次の手順はＳ２５３となる。Ｓ２５２で拡大画像表示部１２における指示継続時
間がＴ２以上でない場合（Ｓ２５２：Ｎｏ）、次の手順はＳ２５４となる。Ｓ２５３では
拡大率が減少される。Ｓ２５４では拡大率が所定の最大値に設定される。Ｓ２５３，Ｓ２
５４を終了したら、次にＳ２５５が処理される。Ｓ２５５では指示入力が継続中であるか
どうかが判断される。
【００４８】
　指示入力が継続中である場合（Ｓ２５５：Ｙｅｓ）は、次の手順は再びＳ２５２へ戻る
。第２表示拡大率変動処理においては継続された指示入力が終了した後に、その指示入力
により指定された拡大範囲の拡大表示へと移行する。指示入力が継続中でない場合（Ｓ２
５５：Ｎｏ）は、次の手順はＳ２５６となる。Ｓ２５６では拡大画像表示部１２に拡大表
示がなされる。そして次にＳ２５７へ進み、画像表示部１１において拡大画像表示部１２
に拡大表示された拡大範囲が識別可能に表示される。
【００４９】
　実施例３での表示の様子は図１１で説明される。図１１（ａ）ではまず、画像表示部１
１において点２０２が指示されて拡大範囲２５７が決定されたとする。これにより拡大画
像表示部１２に拡大範囲２５７の画像が拡大されて表示される。以上は第１表示拡大率変
動処理によって行われる。次に使用者は拡大画像表示部１２上のタッチパネル２２に指等
で触れることにより１点を指示する。以下、例えば図１１（ｂ）における点３００が指示
された点だとして説明する。
【００５０】
　点３００の指示により四角形３５０が決定される。四角形３５０の決定は図８と同様に
行われるとすればよい。図１１では、図８（ｂ）のように予めＡ１，Ｂ１が指定されてい
て、点３００が拡大範囲３５０の左上頂点となるように決定されるとして説明を続ける。
この四角形３５０内が拡大表示される範囲である。指示入力が継続されてＳ２５３の拡大
率減少が行われると、それに伴い拡大範囲３５０は広がる。この拡大範囲３５０が図１１
（ｂ）のように拡大画像表示部１２に表示されるとしても、されないとしてもよい。
【００５１】
　この拡大範囲３５０内の画像が拡大画像表示部１２に拡大して表示される。それにより
図１１（ｃ）のとおり、拡大画像表示部１２の画像が変わる。それに伴ない、画像表示部
１１においても、拡大画像表示部１２に拡大表示されている範囲が外周線２５８で表示さ
れる。図７に戻り、Ｓ２５７が終了したら、第２表示拡大率変動処理が終了となる。
【００５２】
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　次に図１２を説明する。図１２には画像表示部１１と拡大画像表示部１２の配置が示さ
れている。上記実施例で用いられた複合機１０の表示部は図１２（ａ）に示されるかたち
である。本発明では、画像表示部１１と拡大画像表示部１２とは一体に形成されていても
いなくてもよい。そして本発明では画像表示部１１と拡大画像表示部１２は隣接して配置
されていればよく、例えば、図１２（ｂ）のとおり、間隔を置いて画像表示部１１と拡大
画像表示部１２が配置されていてもよい。また図１２（ｃ）のとおり、同一のディスプレ
イ１３上に、２つの領域として画像表示部１１と拡大画像表示部１２が配置されていても
よい。
【００５３】
　本発明の実施は上で説明した複合機１０に限定はされず、例えばパーソナルコンピュー
タで行なわれてもよい。また本発明においては画像表示部１１、拡大画像表示部１２にお
ける点の指示は、上で説明したタッチパネル２１，２２を用いたものでなくともよい。例
えばマウスを用いた指示入力が用いられてもよい。また、上では画像表示部１１、拡大画
像表示部１２上でひとつの拡大範囲に対して１点を指示する場合が示されたが、２点以上
であってもよく、例えば図８（ｂ）における四角形２５０の隣り合わない頂点が指示され
る形態であってもよい。
【００５４】
　なお図４の第１拡大率変動表示処理の手順が、第１の表示拡大率変動手段として機能す
る。また図７の第２拡大率変動表示処理の手順が、第２の表示拡大率変動手段として機能
する。図５及び図６におけるＳ１３０の拡大画像表示部１２の分割表示の手順が、分割拡
大表示制御手段として機能する。
【００５５】
　また、図４におけるＳ１５６の画像表示部１１への拡大範囲の表示の手順が、第１の識
別表示制御手段として機能する。図４におけるＳ１５６の、あるいは図７におけるＳ２５
７の画像表示部１１への複数の拡大範囲の表示の手順が、第２の識別表示制御手段として
機能する。なお、タッチパネル２１は第１の指示手段を構成する。タッチパネル２２は第
２の指示手段を構成する。ＬＣＤ１１は画像表示部を構成する。ＬＣＤ１２は拡大画像表
示部を構成する。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施例としての複合機の斜視図。
【図２】複合機の主要内部構成を示すブロック図。
【図３】実施例１における拡大表示処理全体のフローチャート。
【図４】第１表示拡大率変動処理のフローチャート。
【図５】実施例２における拡大表示処理全体のフローチャート。
【図６】実施例３における拡大表示処理全体のフローチャート。
【図７】第２表示拡大率変動処理のフローチャート。
【図８】指示入力と拡大範囲の関係を示す図。
【図９】実施例１における画像表示部と拡大画像表示部を示す図。
【図１０】実施例２における画像表示部と拡大画像表示部を示す図。
【図１１】実施例３における画像表示部と拡大画像表示部を示す図。
【図１２】画像表示部と拡大画像表示部の配置を示す図。
【図１３】拡大率の変動を示す図。
【符号の説明】
【００５７】
　　１０　　複合機
　　１１　　ＬＣＤ
　　１２　　ＬＣＤ
　　２１　　タッチパネル
　　２２　　タッチパネル
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【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】 【図１１】
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